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資料１ 

前計画と現計画の数値目標 
 

［全体目標］ 

項目 
前計画策定時

の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成 29 年度〉 

現計画の目標

〈平成 29 年度〉

がんによる７５歳未満年齢調整死

亡率の２０％減少（注１）（人口１

０万対） 

男性１１７．８

女性 ６４．６

（平成 17 年）

男性１０２．３

女性 ６２．１

（平成 22 年） 

男性９４．２ 

女性５１．７ 

（平成 27 年） 

同左 

（注１）人口動態統計（厚生労働省） 

 

［個別目標］ 

【予防・早期発見】 

項目 
前計画策定時

の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成 24 年度〉 

現計画の目標

〈平成 29 年度〉
 

男性３５．５％

女性１１．１％

（平成 19 年度）

男性２９．３％

女性 ８．７％

（平成 23 年度）

男性 ２６％ 

女性  ６％ 

男性 ２０％ 

女性  ５％ 

＜平成 34 年度＞

未成年者の喫煙をなくす（15～19

歳）（注２） 

７．２％ 
※高校 2年生の喫煙率

（平成 19 年度）

２．４％ 

（平成 23 年度）
０％ 

０％ 

＜平成 34 年度＞

妊婦の喫煙をなくす（注３） － － － 
０％ 

＜平成 34 年度＞

受動喫煙

防止対策 

県の施設の禁煙実施

率（注４） 
－ 

９９．１％ 

(平成 24 年度) 
－ 

１００％ 

＜平成 34 年度＞

市町村の施設の禁煙

実施率（注４） 
－ 

９２．０％ 

(平成 24 年度) 
－ 

１００％ 

＜平成 34 年度＞

医療施設の禁煙実施

率（注４） 
－ 

８８．５％ 

(平成 22 年度) 
－ 

１００％ 

＜平成 34 年度＞

職場、家庭、飲食店で

受動喫煙の機会を有

する人の割合（注２） 

－ － － 
※平成 25 年度調

査結果により設定

成人の１日当たりの平均食塩摂取

量の減少（注５） 

男性１２．４ｇ

女性１１．２ｇ

(平成 19 年) 

男性１１．８ｇ

女性１０．３ｇ

(平成 22 年) 

１０ｇ未満 

男性９．０ｇ 

女性７．５ｇ 

＜平成 34 年＞ 

成人の１日当たりの野菜の平均摂

取量の増加（注５） 

２８４ｇ 

(平成 19 年) 

２７６ｇ 

(平成 22 年) 
３５０ｇ以上 

３５０ｇ以上 

＜平成 34 年＞ 

（注２）生活習慣に関するアンケート調査（千葉県） 

（注３）妊娠届出時の聞き取り（今後市町村への協力依頼） 

（注４）県の施設及び市町村の施設の禁煙実施率は、敷地内禁煙又は建物内禁煙を実施している施設

の割合で、県が平成 24 年度に実施した受動喫煙防止対策実施状況調査結果による。医療施設の禁

煙実施率は、県が平成22年度に実施した受動喫煙防止対策に係る施設アンケート調査結果による。 

（注５）県民健康・栄養調査（千葉県）  

・目標年(度)を平成 29 年度以外に設
定する場合は、＜年（度）＞を標記 
・指標の対象年（度）を特に示す場合
は、（年(度)）と表記 
・網掛け部分は現計画の数値目標 

喫煙する者の割合の減少（注２）（男性）

（女性）
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項目 
前計画策定

時の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成 24 年度〉 

現計画の目標

〈平成29年度〉

毎日、果物類を摂取している者の増

加 

６９．３％ 

(平成 19 年) 
６２．５％ ９０％以上 － 

果物摂取量100ｇ未満の者の割合の

減少（注５） 
－ 

６０．１％ 

(平成 22 年) 
－ 

３０％ 

＜平成34年＞ 

「節度ある適度な飲酒」として、1

日平均純アルコールで約20ｇ程度で

ある旨の知識の普及 

６８．４％ 

(平成 17 年度)

５１．７％ 

(平成23年度) 
１００％ － 

生活習慣病のリスクを高める量を飲

酒している者（１日当たりの純アル

コール摂取量男性 40ｇ以上、女性 20

ｇ以上の者）の割合の減少（注６） 

－ － － 
※平成 25年度調

査結果により設定

がん検診

の受診率

向上（ 注
６） 

胃がん 
３９．５％ 

(平成 19 年度)

３９．６％ 

(平成 23 年度) 

５０％以上 － 

肺がん 
４５．３％ 

 (  〃  ) 

４４．９％ 

(  〃  ) 

大腸がん 
３７．２％ 

(  〃  ) 

３６．８％ 

(  〃  ) 

乳がん 
３６．２％ 

(  〃  ) 

４０．６％ 

(  〃  ) 

子宮がん 
３５．４％ 

(  〃  ) 

３６．９％ 

(  〃  ) 

がん検診

の受診率

向上（注
７） 

胃がん（40～69 歳） － 
３３．３％ 

(平成 22 年) 

－ 

５０％以上 

（胃、肺、大腸

は当面４０％以

上）(平成 28 年)

肺がん 

（  〃  ） 
－ 

２６．３％ 

(  〃  ) 

大腸がん 

（  〃  ） 
－ 

２７．８％ 

(  〃  ) 

乳がん 

（40～69 歳、過去 2 年）
－ 

４３．０％ 

(  〃  ) 

子宮がん 

（20～69 歳、過去 2 年）
－ 

３９．９％ 

(  〃  ) 

精密検査結果等の把握割合（胃がん）
（注８） 

－ 
８３．２％ 

(平成 22 年度) 
－ 

９０％ 

＜平成 34 年＞ 

がん征圧月間におけるがんに関する

普及啓発の実施 
－ 

２１市町村 

(平成 22 年度) 

全市町村 

において実施 
－ 

がん征圧月間を中心としたがんに関

する普及啓発の実施（注９） 
－ 

４２市町村 

(平成 22 年度) 
－ 

全市町村 

において実施 

精度管理・事業評価及び有効性が証

明されたがん検診の実施（注 10） 
－ 

４７市町村 

(平成 24 年度) 

全市町村 

において実施 

全市町村 

において実施 

（注６）生活習慣に関するアンケート調査（千葉県） 
（注７）国民生活基礎調査（厚生労働省） 

胃がん、肺がん、大腸がん検診受診率は過去１年の受診の有無での受診率 
乳がん・子宮がん検診受診率は過去２年の受診の有無での受診率 

（注８）保健事業関係補足調査（千葉県） 
（注９）がん征圧月間を中心としたがんに関する普及啓発事業実態調査（千葉県） 
（注 10） 市区町村におけるがん検診チェックリストの使用に関する実態調査（国立がん研究センター）
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【医療】 

項目 
前計画策定時

の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成24年度〉 

現計画の目標

〈平成29年度〉

がん診療連携拠点病院 

13 がん診療連携

拠点病院／８二

次保健医療圏 

14 がん診療連携

拠点病院／８二

次保健医療圏 

14 がん診療連携

拠点病院／９二

次保健医療圏 

－ 

化学療法の院内レジメン登録の実施 
１０がん診療連

携拠点病院 

全てのがん診療

連携拠点病院 

全てのがん診療

連携拠点病院 
－ 

退院患者平均在院日数（悪性新生物） 
２３．７日 

（平成 17 年 9月）

１８．４日 
（平成 22 年 9月）

２１．０日 － 

県内統一がん登録への参加 
３がん診療連携

拠点病院 

全てのがん診療

連携拠点病院 

全てのがん診療

連携拠点病院 
－ 

地域医療連携パス（地域連携クリテ

ィカルパス）の整備 
－ 

全てのがん診療

連携拠点病院 

全てのがん診療

連携拠点病院 
－ 

循環型地域医療連携システムの構築

及び推進（注 11） 
－ 

がん診療連携拠

点病院及び千葉

県がん診療連携

協力病院の千葉

県共用がん地域

医療連携パスの

利用件数は 773

件（平成 22 年 4

月～平成 25年１

月の累計件数） 

－ 

千葉県共用がん

地域医療連携パ

スの利用件数の

増加 

放射線治療の推進（注 12） － 

がん診療連携拠

点病院及び千葉

県がん診療連携

協力病院（リニ

アック設置病

院）における放

射線治療を行っ

ている延べ患者

数は６，５４５

人（平成 22 年の

年 間延べ患者

数） 

－ 

放射線治療を行

っている延べ患

者数の増加 

化学療法の推進（注 12） － 

がん診療連携拠

点病院における

化学療法を行っ

ている延べ患者

数は１９，７５

２人（平成 23 年

4月～7月の延べ

患者数） 

－ 

化学療法を行っ

ている延べ患者

数の増加 

口腔ケアに関する医科歯科連携の推

進（注 13） 
－ 

口腔ケアの地域

医療連携を行っ

ているがん診療

連携拠点病院数

は 6 病院（平成

24 年 11 月現在）

－ 

地域医療連携を

行っているがん

診療連携拠点病

院の増加 

（注 11）千葉県共用がん地域医療連携パスの進捗状況調査 

（注 12）がん診療連携拠点病院現況報告書 

（注 13）千葉県がん診療連携協議会口腔ケアパス部会の資料 
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項目 
前計画策定

時の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成 24 年度〉 

現計画の目標

〈平成29年度〉

がん診療連携拠点病院の緩和ケ

ア外来の整備 

４がん診療連

携拠点病院 

全てのがん診療

連携拠点病院 

全てのがん診療連携

拠点病院 
－ 

すべての二次保健医療圏におい

て緩和ケアチームの整備 

３二次保健 

医療圏 

５二次保健医療

圏で複数か所 

二次保健医療圏ごと

に複数か所整備 
－ 

がん診療に携わる医師に対する

緩和ケア研修（注 14） 
－ 

がん診療連携拠

点病院の医師の

研修修了者数 

６５６名、それ以

外の医療機関の

医師の研修修了

者数４３７名、計

１，０９３名(平
成 24 年度) 

がん診療に携わる医

師に対する緩和ケア

研修 

①特別研修：がん診療

連携拠点病院の医師

全員（約 1,000 名） 

②一般研修：がん診療

連携拠点病院以外の

医師全員（約 2,500

名） 

がん診療に携わ

る医師 

研修修了者数の

増加 

がん診療に携わる医療従事者に

対する緩和ケア研修 
－ 

がん診療に携わ

る医療従事者の

研修修了者数 

６００名 

(平成 24 年度) 

－ 

看護師を中心と

したがん診療に

携わる医療従事

者 

研修修了者数の

増加 

緩和ケア病床（注 15） － 
８病院１７１床

(平成 24 年度) 
－ 

緩和ケア病床の

増加 

在宅緩和ケアを提供できる施設 

①在宅療養支援診療所 

②訪問看護ステーション（24 時

間） 

①１９７か所

②１５５か所

①２４０か所 

②１９１か所 

在宅緩和ケアを提供

できる施設数の増加 
－ 

在宅緩和ケア支援センターの整

備 
－ 

平成２２年１月 

開設 

千葉県がんセンター 

に整備 
－ 

（仮称）地域在宅緩和ケア支援セ

ンターの整備 
－ 整備に向け検討 整備 － 

在宅緩和ケアの支援 － 

全てのがん診療

連携拠点病院に

相談支援センタ

ーを整備 

全ての地域がん診療

連携拠点病院 
－ 

住まいの場での死亡割合（注 16） 
６．２％ 

(平成 16 年) 

１０．０％ 

(平成 22 年度) 
経年ごとに上回る 

経年ごとに 

上回る 

千葉県内市町村毎の在宅療養支

援診療所および診療所等におけ

るがん及び非がんの在宅・自宅死

数 

－ － － 

※実態把握の上

で数値目標を設

定する。 

（注 14）千葉県単位型緩和ケア研修会開催の手引き（千葉県） 

（注 15）千葉県内の届出保健医療機関名簿（関東信越厚生局） 

（注 16）人口動態統計（厚生労働省） 

「住まいの場での死亡割合」とは、ここでは全死亡に対する自宅（グループホーム、サービス

付き高齢者向け住宅を含む。）、老人ホーム（養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホ

ーム及び有料老人ホームをいう。）及び介護老人保健施設での死亡の割合をいう。 
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【相談・情報提供・患者の生活支援】 

項目 
前計画策定時

の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成 24 年度〉 

現計画の目標

〈平成 29 年度〉

すべての相談支援センター

への相談員の配置 
－ 

全てのがん診療連

携拠点病院 

専門的な研修を終

了した相談員を配

置 

－ 

がん診療連携拠点病院への

ピアカウンセラーの配置 
－ 

１がん診療連携拠

点病院 
（千葉県がんセンタ

ー） 

全てのがん診療連

携拠点病院 
－ 

ピア・サポーターの活動の場

の拡大（注 17） 
－ 

１病院配置 

患者会、患者サロ

ンで活動 

(平成 24 年度) 

－ さらなる拡大 

（注 17）千葉県ピア・サポーターフォローアップ研修のアンケート調査 

 
【研究等】 

項目 
前計画策定時

の値 
現況値 

前計画の目標 

〈平成 24 年度〉 

現計画の目標

〈平成 29 年度〉
がんの原因究明と予防推進

を目指した疫学・予防研究の

推進 

－ 

千葉県がんセンター

において推進が図ら

れている 

推進する － 

がん研究（臨床研究（臨床試

験・治療等））、基礎研究・橋

渡し研究、疫学的研究 

－ 

臨床研究が行われて

いる。 

 

基礎研究と橋渡し研

究が推進されてい

る。 

 

千葉県がんセンター

が行っている疫学的

研究は推進が図られ

ている。 

－ 推進する 

地域がん登録によるＤＣＯ

率（注 18） 
３０．１％ 

２０．５％ 

(平成 24 年度) 
２５％以下 １５％以下 

（注 18）千葉県がん登録事業報告書 
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資料２ 

患者、県民に対するアンケート調査結果 
１．県内のがん診療連携拠点病院又は千葉県がん診療連携協力病院を利用するがん患者 

１）調査対象  県内のがん診療連携拠点病院及び千葉県がん診療連携協力病院を利用する 

がん患者２，１５０人（がん診療連携拠点病院１００人、千葉県がん診療連携協力病院５０人配布） 

２）調査時期  平成２４年１０月～平成２５年２月 

３）調査方法  病院より説明・配布のち、郵送等による回答 

４）回答状況  配布数２，１５０人のうち８８８人が回答（回答率 ４１．３％） 

         うち有効回答数 ８６８人（４０．４％） 

５）調査項目 

問１ 年齢（１つ選択） 

問２ 性別（いずれか選択） 

問３ 居住地域（１つ選択） 

問４ 医療機関のかかり方（１つ選択） 

問５ がんと診断された満年齢 

問６ 診断されたがんの種類（いくつでも） 

問７ 発見状況（１つ選択） 

問８ これまで受けた治療（いくつでも） 

問９ インフォームド・コンセントについて（１つ選択） 

問 10 セカンド・オピニオンについて（１つ選択） 

問 11 セカンド・オピニオンの必要性（１つ選択） 

問 12 循環型地域医療連携システムの取り組みについて（１つ選択） 

問 13 定期的な検査のための通院先の選択について（１つ選択） 

問 14 「緩和ケア」について（いくつでも） 

問 15 緩和ケアの受療状況（いずれか選択） 

問 16 がんを治すことが難しくなった時の療養方法等について（１つ選択） 

問 17 在宅支援の整備について（１つ選択） 

問 18 在宅サービスの充実（３つ選択） 

問 19 千葉県在宅緩和ケア支援センターについて（１つ選択） 

問 20 がんの診断や治療の悩み（３つ選択） 

問 21 情報収集先（いくつでも） 

問 22 がん診療連携拠点病院のがんの相談支援センター利用について（１つ選択） 

問 23 診断時の職業（１つ選択） 

問 24 現在の職場（１つ選択） 

問 25 事業主の理解・支援（１つ選択） 

問 26 がん検診（１つ選択） 

問 27 がん検診を受診するためのサービス等（いくつでも） 

問 28 がん検診受診率向上のために知っているもの（いくつでも） 

問 29 千葉県がん登録事業について（１つ選択） 

問 30 がん対策について（いくつでも）  
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●患者さんについて 
 
問１ 現在の満年齢                     問２ 性別 

 
 
 
 
 

 
問３ 現住所（医療圏別） 

                       
 
 
 
問５ がんと診断された満年齢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
問４-１ （このアンケートを受け取った） 
医療機関のかかり方は何ですか。 
（１つだけ）               

問４-２ 問４-１で「外来通院中」と答えた方に質
問します。現在のがんの治療状況は何ですか。 
（１つだけ） 

  

20～29歳
0%

30～39歳
3%

40～49歳
6%

50～59歳
14%

60～69歳
36%

70～79歳
34%

80歳以上
7% 男性

51%
女性

49%

外来通

院中

81%

入院中

15%

その他

4%

治療継続

中

49%

緩和ケア

3%

経過観察

47%

その他

1%

千葉 19%

東葛飾北部

12%

東葛飾南部

30%

印旛 11%
香取海匝

3%

山武長生夷

隅 9%

安房 1%
君津 6%

市原 7%
県外 2%

20歳未満

0%

50～59歳

19%

60～69歳

36%

70～79歳

24%

80歳以上

3%

未記入

4%

40～49歳 9%

20～29歳 1%
30～39歳 4%
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問６ 最初に診断されたがんの種類は何ですか。（いくつでも） 

 
問７ 最初に診断されたがんは、どのような状況で発見されたのですか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問８ これまでに受けた治療は何ですか。（いくつでも） 

 

11

92

27

136

29 24

144

37
26

18

55

169

16

37

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

がん検診

18%

自覚症状

49%

他の病気治療

中

17%

その他

16%

668

525

168

33

手術（外科治療、内視鏡・胸腔鏡・腹腔

鏡手術を含む）

化学療法（抗がん剤治療、ホルモン療

法、分子標的治療を含む）

放射線療法

その他

0 100 200 300 400 500 600 700 800

化学療法（抗がん剤治療、ホルモン療法、 
分子標的治療を含む） 

手術（外科治療、内視鏡・胸腔鏡・腹腔鏡手
術を含む 
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●医療提供体制について 
 
問９ 最初にがんと診断されたとき、医療関係者からインフォームド・コンセント（資料参照）
を受けましたか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 10 あなたは、がん治療にあたって「セカンド・オピニオン」（資料参照）という方法がある
ことを知っていましたか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問 11 あなたは、がん治療にあたって「セカンド・オピニオン」が必要だと思いますか。（１つ

だけ） 
  

（資料）インフォームド・コンセ

ントとは 

○手術などに際して、医師が症状

や治療方針を分かりやすく説

明し、患者の同意を得ること。

（資料）セカンド・オピニオンとは

○よりよい決定をするために、もう

一人の人から聴取する意見。医療

の分野では、一人の医師の意見だ

けで決めてしまわずに、別の医師

の意見も聞いて患者が治療法な

どを決めることを指す。 

説明を受け

て、理解した

93%

説明を受けた

が、理解でき

なかった

6%

説明を受けた

ことがない

1%

知っている

50%
ある程度知っ

ている

25%

あまり知らない

15%

知らない

10%

必要だと思う

51%
どちらかと

いえば必要

だと思う

40%

どちらかと

いえば必要

ではない

6%

必要ではない

3%
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問 12-1 県では、がんの予防、早期発見、治療の初期段階から終末期まで、地域の医療機関等の
役割分担を明確にするとともに連携強化を図り、住民が段階に応じ、切れ目なく効果的なが
ん医療を受けられるよう「循環型地域医療連携システム」を構築し、県のホームページにお
いて医療機関名を公表していますが、この取組みを知っていますか。（１つだけ） 

 
問 12-2 問 12-1 で「知っている」、「ある
程度知っている」と答えた方に質問しま
す。この「循環型地域医療連携システム」
の取組みが、質の高い医療の提供や患者
への情報提供に役立っていると思います
か。（１つだけ） 

 
 
 
 
問 13 治療が一段落し定期的な検査のための通院となった時、あなたは次のどれを選びますか。

（１つだけ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●緩和ケアにつて 
 
問 14 「緩和ケア」（資料参照）について、あなたにとって当てはまるものはどれですか。（いく

つでも）  

（資料）がん診療連携拠点病院

とは 

○どこの地域に住んでいても、

同程度の医療が受けられる

よう、がん医療水準の向上と 

地域格差の解消を目的とし

て、国が一定の要件を満たす

医療機関を「がん診療連携拠

点病院」として指定したもの

○我が国に多いがん（肺がん、

胃がん、大腸がん、肝がん、

乳がん）に対応 

知っている

6% ある程度

知っている

15%

あまり知ら

ない

31%

知らない

48%

役立っ

ている

32%
ある程度

役立っ

ている

44%

あまり役

立って

いない

10%

わからな

い

14%

がん診療連携拠

点病院（資料参

照）を含むがんの

専門病院に通う

27%

遠方でも最初に

がんと診断され

た病院（上記拠

点以外の病院）

に引き続き通う

40%

自宅の近くに同

じ検査を受けら

れる病院やかか

りつけ医があれ

ばそこに通う

30%

わからない 3%

157

49

91

189

201

210

271

知らなかった

治療と並行でなく、単独で行われるもの（他の 治療と合わせて受けら

れないもの）と思っていた

（資料のような）「緩和ケア」の意味を十分知っていた

痛みなどの身体症状のみを対象とすると思っていた

よくわからないが、聞いたことがある

病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか 行われないと思ってい

た

終末期の患者だけを対象とすると思っていた

0 100 200 300

病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われないと思っていた

治療と並行でなく、単独で行われるもの（他の治療と合わせて受けられな

いもの）と思っていた 
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問 15-1 あなたは、がんの緩和ケアを受けたことがありますか。（いずれか選択） 
 
問 15-2 問 15-1 で「がんの緩和ケアを受けたこ
とがある」と答えた方に質問します。提供された
緩和ケアは満足のいくものですか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●在宅医療について 
 
問 16 がんを治すことが難しくなり、あなたの人生の時間が残り少なくなったとしたら、どこで
過ごしたいと思いますか。（１つだけ） 

 

  

（資料）緩和ケアとは 

○生命を脅かす疾患に伴う痛みをはじめとする身体のつらさ、気持ちのつらさ、生きている意味や価値についての疑問、療

養場所や医療費のことなど、患者や家族が直面するさまざまな問題に対し援助する医療のこと。 

ある

8%

ない

92%
満足

43%

どちらか

と言えば

満足

42%

どちらか

と言えば

不満足

13%

不満足

2%

なるべく早く今まで

通った（又は現在入

院中の）医療機関に

入院したい

11%

なるべく早く緩和ケ

ア病棟（終末期にお

ける症状を和らげる

ことを目的とした病

棟）に入院したい

12%

自宅で療養して、必

要に応じて今まで

通った（又は現在入

院中の）医療機関に

入院したい

32%

自宅で療養して、必

要に応じて緩和ケア

病棟に入院したい

26%

自宅で最後まで療養

したい

8%

がんセンターなど、

がん専門の医療機関

で積極的に治療を受

けたい

4%

老人ホーム、介護付

き施設に入所したい

1%

その他

0%

わから

ない

6%
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役立っている

15%

ある程度役立っ

ている

14%

あまり役立って

いない

6%

役立っていない

3%

わからない

62%

問 17 ご自宅で過ごすことを想定した場合、医療・看護・介護などの支援は十分に整っていると
思いますか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問 18 ご自宅で過ごすことを想定した場合、どのサービスの充実を望みますか。（３つだけ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
問 19 県は、平成 22 年 1 月に「千葉県在宅緩和ケア支援センター」を千葉県がんセンター内に
設置し、住み慣れた地域で在宅療養を希望するがん患者さん・ご家族の方のために、安心し
て質の高い療養生活が過ごせるよう相談支援を行う他、在宅緩和ケアに携わる医療従事者等
の相談、在宅緩和ケアに関する普及啓発などを行っていますが、こうした取組みが在宅緩和
ケアの普及や各地域でのがん患者の在宅療養支援に役立っていると思いますか。（１つだけ） 

 

（資料）在宅療養支援

診療所とは 

○24 時間 365 日体

制で往診や訪問看

護を行う診療所の

こと。 

整っている

3%
ある程度

整っている

11%

あまり整っ

ていない

25%
整っていない

39%

わからない

22%

10

22

163

311

351

497

569

その他

地域のボランティア（患者会、家族会、NPO等）

デイホスピス（がん患者が日中過ごせる施設）

家事・介護を頼めるヘルパー

訪問してくれる看護師

緊急時入院できる病院

0 100 200 300 400 500 600

24 時間対応してくれる診療所（在宅療養支援診療所

（資料参照）など） 
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●相談支援・情報提供について 
 
問 20 がんの診断や治療を通して、どのようなことについて悩みましたか。（３つだけ） 

 
問 21 あなたは、がんに関する情報について、どのようなところから情報を得ていますか。（い
くつでも） 

 
問 22-1 がん診療連携拠点病院に設置されているがんの相談支援センターは、がん医療に関する
相談、個別の状況に応じた適切な医療機関の紹介、セカンド・オピニオンを受けられる医師
の紹介、がん検診に関する情報発信や相談等のサービスを提供していますが、あなたは相談
支援センターを知っていますか。（１つだけ） 

  

34

106

153

207

237

255

358

422

511

その他

仕事、地位、人間関係などの社会とのかかわり

治療を受ける医療機関のこと

これからの生き方、生きる意味などに関すること

夫婦間、子どもとの関係などの家庭・家族のこと

死への恐れ、孤独感など精神的なこと

収入、治療費、将来への蓄えなどの経済的なこと

手術、抗がん剤など治療のこと

痛み、副作用、後遺症などの身体的なこと

0 100 200 300 400 500 600

13
27

106
132

147
158

221
223

245
255

296
321

380

その他

がん相談支援センターの相談員等

友人

（病院内などの）ポスター、パンフレット

書籍

雑誌（専門誌を含む）

家族など身内

新聞

がん専門病院の医師・看護師

インターネット

同じようながんを経験した先輩や仲間

TV・ラジオ番組
かかりつけ医

0 50 100 150 200 250 300 350 400

知っている

7%
ある程度

知っている

12%

あまり知

らない

29%

知らない

52%

雑誌（専門誌を含む）

がん相談支援センターの相談員等
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問 22-2 問 22-1 で「知っている」、「ある程度知っている」と答えた方に質問します。この「相
談支援センター」の取組みが、患者への相談支援・情報提供に役立っていると思いますか。
（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●がん患者の就労について 
 
問 23 最初にがんと診断された時に、就労されていた方に伺います。あなたの診断時の職業は何
ですか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
問 24 最初にがんと診断された時に、就労されていた方に伺います。診断時の職場と現在の関係
は何ですか。（１つだけ） 

 

役立って

いる

32%

ある程度

役立って

いる

43%

あまり役

立ってい

ない

7%

役立って

いない

2%

よくわか

らない

16%

自営業 17% 家族従事者 3%

会社正規職員

21%

会社役員 5%
公務員 4%

派遣・契約・嘱託

12%

パート・アルバイト

25%

内職 0% その他 13%

現在、診断時

と同じ職場で

勤務中

40%

休職（休業）中

15%

依願退職した

23%

解雇された

4%

廃業した

6%
その他

12%



94 

問 25 最初にがんと診断された時に、就労されていた方に伺います。診断時の仕事継続に対する
事業主の理解・支援は得られましたか。（１つだけ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
●がん検診について 
 
問 26 がん検診は、がんの早期発見、早期治療につながる重要な検査だと思いますか。（１つだけ） 

  

充分得られた

37%

ある程度得

られた

25%得られなかった

9%

理解・支援は

必要なかった

10%

その他

5%

無記入

14%

そう思う

82%

どちらかと言

えばそう思う

14%

どちらかと言

えばそう思わ

ない

1%

そう思わない

1%
わからない

2%
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問 27 がん検診を受診する場合、どのようなサービス、システムがあれば受けやすいですか。（い
くつでも） 

 
 
 
 
 
 
問 28 県では、がん検診の受診率向上を目指し様々な取組みを行っていますが、次の 1～6 の中
からあなたが知っているものに○をつけてください。（いくつでも） 

  

（資料）特定健診とは 

○医療制度改革により、医療保険者が行うメタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目した生活習慣病予防のため

の健診・保健指導のこと。 

12

80

89

309

388

408

441

502

その他

インターネットで申し込みができる

早朝や夜間に受けられる

土・日・祝日等に受けられる

医療機関で個別検診が受けられる

個別に検診の通知が届けられる

同日に複数の検診（特定健診（資料参照）とがん検

診など）が受けられる

無料で検診が受けられる

0 100 200 300 400 500 600

30

74

86

258

268

319

0 50 100 150 200 250 300 350

がん検診推進員養成講習

がん検診受診促進企業連携事業

県庁ホームページでのがん検診情報の提供

がん予防展・がん講演会

知っているものはない

ピンクリボンキャンペーン

同日に複数の検診（特定健診（資料参照）とがん検診
など）が受けられる 
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●がん登録について 
 
問 29 県では、医療機関から収集したがん患者の診断・治療およびその後の転帰に関する情報を

活用して、がんの罹患・受療・死亡状況を把握し、県のがん対策の策定や評価に活用する
とともに、その情報を
「千葉県がん登録事業
報告書」として医療機関
や県民に公表していま
すが、あなたは、このよ
うな取組み（千葉県がん
登録事業）をご存知です
か。（１つだけ） 

 

 
 
 
 
 
●がん対策に関する県への要望について 
 
問 30 あなたは、がん対策について、県としてどういったことに力を入れてほしいと思いますか。
（いくつでも） 

 
 
問 31 その他、県のがん対策についてのご意見など、自由にご記入ください。 
 
記載あり 207 （23.9％） 

  

知っている

3%
ある程度

知っている

7%

あまり知

らない

24%
知らない

66%

9

24

52

102

121

184

279

285

309

310

330

346

453

486

658

特になし

その他

がん登録の推進

小児がん対策の充実

子どもや若年層からの教育

がん患者の就労に関する問題への対応

在宅医療の体制整備

がんに関する情報提供

がんに関する相談支援

緩和ケアの推進

がんの予防（たばこ対策などの生活習慣病対策も含む）

がんに関する専門的医療従事者の育成

がん医療に係わる医療機関の整備

がん治療の推進

がんの早期発見（がん検診）

0 100 200 300 400 500 600 700
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患者、県民に対するアンケート調査結果 
２．県内のがん患者団体の会員 

１）調査対象  県内のがん患者団体の会員 ３４８人 

２）調査時期  平成２４年１２月～平成２５年１月 

３）調査方法  各団体から配布、郵送により回答 

４）回答状況  配布数 ３４８人のうち２００人が回答（回答率 ５７．５％） 

         うち有効回答数 １９７人（回答率５６．６％） 

５）調査項目 

問１ 回答者属性（１つ選択） 

問２ 年齢（１つ選択） 

問３ 性別（いずれか選択） 

問４ 居住地域（１つ選択） 

問５ がんと診断された満年齢 

問６ 診断されたがんの種類（いくつでも） 

問７ 発見状況（１つ選択） 

問８ これまで受けた治療（いくつでも） 

問９ インフォームド・コンセントについて（１つ選択） 

問 10 診断時の職業（１つ選択） 

問 11 現在の職場（１つ選択） 

問 12 事業主の理解・支援（１つ選択） 

問 13 セカンド・オピニオンについて（１つ選択） 

問 14 セカンド・オピニオンの必要性（１つ選択） 

問 15 循環型地域医療連携システムの取り組みについて（１つ選択） 

問 16 定期的な検査のための通院先の選択について（１つ選択） 

問 17 「緩和ケア」について（いくつでも） 

問 18 緩和ケアの受療状況（いずれか選択） 

問 19 がんを治すことが難しくなった時の療養方法等について（１つ選択） 

問 20 在宅支援の整備について（１つ選択） 

問 21 在宅サービスの充実（３つ選択） 

問 22 千葉県在宅緩和ケア支援センターについて（１つ選択） 

問 23 がんの診断や治療の悩み（３つ選択） 

問 24 情報収集先（いくつでも） 

問 25 がん診療連携拠点病院のがんの相談支援センター利用について（１つ選択） 

問 26 がん検診（１つ選択） 

問 27 がん検診を受診するためのサービス等（いくつでも） 

問 28 がん検診受診率向上のために知っているもの（いくつでも） 

問 29 千葉県がん登録事業について（１つ選択） 

問 30 がん対策について（いくつでも）  
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●患者さん等について 

問１ 記入者の属性           問２ 年齢 

問３ 性別                 

 

 

 

 

 

 

 

問４ 現住所（二次医療圏別） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問５ がんと診断された 
   満年齢 

 

  

がん患者

（経験者

を含む）

85%

家族

6%

遺族

6%
その他

3%
30～39歳

1%
40～49歳

8%

50～
59歳
19%

60～69歳
41%

70～79歳
26%

80歳以上
5%

男性

36%
女性

64%

千葉 44%

東葛飾北部

5%

東葛飾南部

35%

印旛 8%
香取海匝

0%

山武

長生夷隅

2%

安房 1% 君津 3% 市原 1% 県外 1%

30～39歳

4% 40～49歳

12%

50～59歳

16%

60～69歳

19%
70～79歳

7%

80歳以上

1%

未記入

41%
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問６ 最初に診断されたがんの種類について（いくつでも） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問７ 最初に診断されたがんは、どのような状況で発見されたのですか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ これまでに受けた治療について 

（いくつでも） 

  

6 8
3

8 6
1

42

2 2

11 10
14

2 4 6

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

がん検診

13%

自覚症状

53%

他の病気治

療中

11%

その他

23%

97

71

50

10

0 20 40 60 80 100 120

手術（外科治療、内視鏡・胸腔鏡・腹腔鏡手

術を含む）

化学療法（抗がん剤治療、ホルモン療法、分

子標的治療を含む）

放射線療法

その他

化学療法（抗がん剤治療、ホルモン療法、分子
標的治療を含む） 

手術（外科治療、内視鏡・胸腔鏡・腹腔鏡手術
を含む 
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問９ 最初にがんと診断されたとき、医療関係者からインフォームド・コンセント（資料参

照）を受けましたか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●就労支援 

問 10 最初にがんと診断された時に、就労されていた方に伺います。あなたの診断時の職業

は何ですか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 11 最初にがんと診断された時に、就労されていた方に伺います。現在、診断時の職場と

の関係はどのようになっていますか。（１つだけ） 

  

（資料）インフォームド・コンセント

とは 

○手術などに際して、医師が症状や

治療方針を分かりやすく説明し、

患者の同意を得ること。 

説明を受け

て、理解した

81%

説明を受けた

が、理解でき

なかった

15%

説明を受けた

ことがない

4%

現在、診断時

と同じ職場で

勤務中

31%

休職（休業）

中

7%

依願退職した

33%

解雇された

5%

廃業した

4%

その他

20%

自営業

11%

家族従事者

1%

会社正規職員

22%

会社役員

8%

公務員

11%派遣・契約・

嘱託

10%

パート・ア

ルバイト

27%

その他

10%
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問 12 最初にがんと診断された時に、就労されていた方に伺います。診断時の仕事を継続す

ることに対する事業主の理解・支援は得られましたか。（１つだけ）   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●医療提供体制 

問 13 あなたは、がん治療にあたって「セカンド・オピニオン」（資料参照）という方法が

あることを知っていましたか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 14 あなたは、がん治療にあたって「セカンド・オピニオン」が必要だと思いますか。 

（１つだけ） 

  

（資料）セカンド・オピニオンとは 

○よりよい決定をするために、もう一人の

人から聴取する意見。医療の分野では、

一人の医師の意見だけで決めてしまわ

ずに、別の医師の意見も聞いて患者が治

療法などを決めることを指す。 

充分得られた

45%

ある程度得ら

れた

21%

得られなかった

7%

理解・支援は

必要なかった

9%

その他

8%

無記入

10%

知っている

68%

ある程度

知っている

25%

あまり知ら

ない

2%

知らない

5%

必要だと思う

65%

どちらかといえ

ば必要だと思う

29%

どちらかといえ

ば必要ではない

4%

必要ではない

2%
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役立っている

12%

ある程度役

立っている

51%

あまり役立っ

ていない

24%

役立っていない

1%

わからない

12%

問 15-1 県では、がんの予防、早期発見、治療の初期段階から終末期まで、地域の医療機関

等の役割分担を明確にするとともに連携強化を図り、住民が段階に応じ、切れ目なく効果

的ながん医療を受けられるよう「循環型地域医療連携システム」を構築し、県のホームペ

ージにおいて医療機関名を公表していますが、この取組みを知っていますか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 15-2 問 15-1 で「知っている」、「ある程度知っている」と答えた方に質問します。この

「循環型地域医療連携システム」の取組みが、質の高い医療の提供や患者への情報提供に

役立っていると思いますか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 16 治療が一段落し定期的な検査のための通院となった時、あなたは次のどれを選びます

か。（1つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（資料）がん診療連携拠点病院

とは 

○どこの地域に住んでいて

も、同程度の医療が受けら

れるよう、がん医療水準の

向上と 地域格差の解消を

目的として、国が一定の要

件を満たす医療機関を「が

ん診療連携拠点病院」とし

て指定したもの 

○我が国に多いがん（肺が

ん、胃がん、大腸がん、肝

がん、乳がん）に対応 

知っている

11%

ある程度知っ

ている

23%

あまり知らない

32%

知らない

34%

がん診療連携

拠点病院（資

料参照）を含

むがんの専門

病院に通う

43%遠方でも最初

にがんと診断

された病院

（上記拠点以

外の病院）に

引き続き通う

26%

自宅の近くに

同じ検査を受

けられる病院

やかかりつけ

医があればそ

こに通う

27%

よくわからない

4%
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●緩和ケア 

問 17 「緩和ケア」（資料参照）について、あなたにとって当てはまるものはどれですか。 

（いくつでも） 

 

 

 

 

 

問 18-1 あなたは、がんの緩和ケアを受けたことがありますか。（いずれか選択） 

 

問 18-2 問18-1で「がんの緩和ケアを受けたこと

がある」と答えた方に質問します。提供された緩和

ケアは満足のいくものですか。（１つだけ） 

  

10

20

27

54

64

71

84

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

知らなかった

よくわからないが、聞いたことがある

治療と並行でなく、単独で行われるもの（他の治療と合わ

せて受けられないもの）と思っていた

痛みなどの身体症状のみを対象とすると思っていた

（資料のような）「緩和ケア」の意味を十分知っていた

病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか 行われ

ないと思っていた

終末期の患者だけを対象とすると思っていた

（資料）緩和ケアとは 

○生命を脅かす疾患に伴う痛みをはじめとする身体のつらさ、気持ちのつらさ、生きている意味や価値についての疑問、

療養場所や医療費のことなど、患者や家族が直面するさまざまな問題に対し援助する医療のこと。 
○病気の時期や治療の場所を問わず、いつでもどこでも提供される必要があるとされている。 

ある

7%

ない

93%

満足 31%

どちらか

と言えば

満足 69%

どちらか

と言えば

不満足

0%

不満足

0%

病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われ
ないと思っていた 

治療と並行でなく、単独で行われるもの（他の治療と合わ
せて受けられないもの）と思っていた 
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●在宅医療について 

問 19 がんを治すことが難しくなり、あなたの人生の時間が残り少なくなったとしたら、ど

こで過ごしたいと思いますか。（１つだけ） 

 

問 20 ご自宅で過ごすことを想定した場合、医療・看護・介護などの支援は十分に整ってい

ると思いますか。（１つだけ） 

  整っている

1%
ある程度整っ

ている

6%

あまり整って

いない

29%
整っていない

49%

わからない

15%

なるべく早く今まで

通った（又は現在入

院中の）医療機関に

入院したい

6%

なるべく早く緩和ケ

ア病棟（終末期にお

ける症状を和らげる

ことを目的とした病

棟）に入院したい

16%

自宅で療養して、必

要に応じて今まで

通った（又は現在入

院中の）医療機関に

入院したい

14%

自宅で療養して、必

要に応じて緩和ケア

病棟に入院したい

47%

自宅で最後まで療養

したい

7%

がんセンターなど、

がん専門の医療機関

で積極的に治療を受

けたい

6%

老人ホーム、介護付

き施設に入所したい

0%

その他

2%
わからない

2%



105 

問 21 ご自宅で過ごすことを想定した場合、どのサービスの充実を望みますか。 

（３つだけ） 

 

問 22 県は、平成 22 年 1 月に「千葉県在宅緩和ケア支援センター」を千葉県がんセンター

内に設置し、住み慣れた地域で在宅療養を希望するがん患者さん・ご家族の方のために、

安心して質の高い療養生活が過ごせるよう相談支援を行う他、在宅緩和ケアに携わる医療

従事者等の相談、在宅緩和ケアに関する普及啓発などを行っていますが、こうした取組み

が在宅緩和ケアの普及や各地域でのがん患者の在宅療養支援に役立っていると思いますか。

（１つだけ） 

  

3

14

50

81

95

121

151

0 20 40 60 80 100 120 140 160

その他

地域のボランティア（患者会、家族会、NPO等）

デイホスピス（がん患者が日中過ごせる施設）

家事・介護を頼めるヘルパー

訪問してくれる看護師

緊急時入院できる病院

24時間対応してくれる診療所（在宅療養支援診療

所（資料参照）など）

役立っている

12%

ある程度役

立っている

27%

あまり役立っ

ていない

11%

役立ってい

ない

4%

わからない

46%

24 時間対応してくれる診療所（在宅医療支援診療所
（資料参照）など） 
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●相談支援情報提供について 

問 23 がんの診断や治療を通して、どのようなことについて悩みましたか。（３つだけ） 

 

問 24 あなたは、がんに関する情報について、どのようなところから情報を得ていますか。

（いくつでも） 

  

8

21

55

56

57

65

79

88

107

0 20 40 60 80 100 120

その他

仕事、地位、人間関係などの社会とのかかわり

夫婦間、子どもとの関係などの家庭・家族のこと

これからの生き方、生きる意味などに関すること

治療を受ける医療機関のこと

収入、治療費、将来への蓄えなどの経済的なこと

手術、抗がん剤など治療のこと

死への恐れ、孤独感など精神的なこと

痛み、副作用、後遺症などの身体的なこと

14

17

17

27

27

53

67

72

76

76

79

88

126

0 20 40 60 80 100 120 140

がん相談支援センターの相談員等

家族など身内

友人

（病院内などの）ポスター、パンフレット

その他

かかりつけ医

がん専門病院の医師・看護師

新聞

書籍

TV・ラジオ番組

雑誌（専門誌を含む）

インターネット

同じようながんを経験した先輩や仲間

がん相談支援センターの相談員等
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問 25-1 がん診療連携拠点病院に設置されているがんの相談支援センターは、がん医療に関

する相談、個別の状況に応じた適切な医療機関の紹介、セカンド・オピニオンを受けられ

る医師の紹介、がん検診に関する情報発信や相談等のサービスを提供していますが、あな

たは相談支援センターを知っていますか。（１つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 25-2 問 25-1 で「知っている」、「ある程度知っている」と答えた方に質問します。この

「相談支援センター」の取組みが、患者への相談支援・情報提供に役立っていると思いま

すか。（１つだけ） 

  

知っている

25%

ある程度知っ

ている

26%

あまり知らない

26%

知らない

20%

無記入

3%

役立っている

24%

ある程度役

立っている

50%

あまり役立っ

ていない

14%

役立っていな

い

1%
わからない

11%

役立っていない 

1％ 
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● がん検診について 

問 26 がん検診は、がんの早期発見、早期治療につながる重要な検査だと思いますか。（１

つだけ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問 27 がん検診を受診する場合、どのようなサービス、システムがあれば受けやすいですか。

（いくつでも） 

  

そう思う

72%

どちらかと言え

ば、そう思う

24%

どちらかと言

えば、そう思

わない

1%

そう思わない

2%
わからない

1%

3

13

26

77

92

108

117

118

0 20 40 60 80 100 120 140

その他

早朝や夜間に受けられる

インターネットで申し込みができる

土・日・祝日等に受けられる

個別に検診の通知が届けられる

無料で検診が受けられる

医療機関で個別検診が受けられる

同日に複数の検診（特定健診（資料参照）とがん検診など）が

受けられる
同日に複数の検診（特定健診（資料参照）とがん検診など）が
受けられる 
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問 28 県では、がん検診の受診率向上を目指し様々な取組みを行っていますが、あなたが知って

いるものは何ですか。（いくつでも） 

 

●がん登録 

問 29 県では、医療機関から収集したがん患者の診断、治療およびその後の経過に関する情

報を活用して、がんの罹患・受療・死亡状況を把握し、県のがん対策の策定や評価に活用

するとともに、その情報を「千葉県がん登録事業報告書」として医療機関や県民に公表し

ていますが、あなたはこのような取組み（千葉県がん登録事業）をご存知ですか。（１つだ

け） 

  

9

16

22

23

124

139

0 20 40 60 80 100 120 140 160
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知っている

6%

ある程度知っ

ている

15%

あまり知らない

25%

知らない

54%
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●がん対策に関する県への要望について 

問 30 あなたは、がん対策について、県としてどういったことに力を入れてほしいと思いま

すか。（いくつでも） 

 

 

問 31 その他、自由記載 

 

  記載あり ５１ （２５．９％） 
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がん治療の推進

がんに関する専門的医療従事者の育成

がん医療に係わる医療機関の整備
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がんの早期発見（がん検診）

がんの予防（たばこ対策などの生活習慣病対策
も含む） 
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患者、県民に対するアンケート調査結果 
３．一般県民（インターネットアンケート調査協力員） 

（１）調査対象  アンケート調査協力員 １，４１０人 

（２）調査時期  平成２４年１１月～１２月 

（３）調査方法  インターネットアンケート専用フォームへの入力による回答 

（４）回答状況  アンケート調査協力員１，４１０人のうち１７６人が回答 

（回答率 １２．５％）調査項目すべて、１７６人が母数 

（５）調査項目 

問１ がんについての印象（１つ選択） 

問２ がんを予防するために実践していることについて（いくつでも） 

問３ がんに関する情報について（いくつでも） 

問４ 「緩和ケア」について（いくつでも） 

問５ がん診療連携拠点病院のがんの相談支援センター利用について（１つ選択） 

問６ がんと診断された場合の治療について（１つ選択） 

問７ がんを治すことが難しくなった時の療養方法等について（１つ選択） 

問８ 千葉県がん登録事業について（１つ選択） 

問９ がん対策について（いくつでも） 

 

 

 

 

Ａ．回答者の構成 

(1)居住地域（回答者数 176 人） 

 

  

千葉地域

34.1%

葛南地域

24.4%

東葛飾地域

15.4%

北総地域

10.8%

東上総地域

8.5%

南房総地域

6.8%
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＜ 参 考 ＞ 

千葉地域 （千葉市、市原市） 

葛南地域 （市川市、船橋市、習志野市、八千代市、浦安市） 

東葛飾地域 （松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市） 

北総地域 （銚子市、成田市、佐倉市、旭市、四街道市、八街市、印西市、白井市、富

里市、匝瑳市、香取市、酒々井町、栄町、神崎町、多古町、東庄町） 

東上総地域 （茂原市、東金市、勝浦市、山武市、いすみ市、大網白里町、九十九里町、

芝山町、横芝光町、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町、

大多喜町、御宿町） 

南房総地域 （館山市、木更津市、鴨川市、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鋸南

町） 

 

(2)年齢（回答者数 176 人） 

    

 

(3)性別（回答者数 176 人） 

  

20歳～29歳
2.3%

30歳～39歳
10.2%

40歳～49歳
26.1%

50歳～59歳
21.6%

60歳～69歳
22.2%

70歳以上
17.6%

男性

68.7%

女性

31.3%
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Ｂ．調査結果 

問１ あなたは、がんについてどのような印象を持っていますか。（１つ選択）（回答者数 176 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問２ あなたは、がんを予防するために日頃からどんなことを実践していますか。（いくつで

も）（回答者数 176 人） 
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肝炎ウイルスなどの検査を受ける

保存・加工肉の摂取は控えめにする

あまり熱いものは冷ましてからにする

カビの生えたものに注意する

適度にスポーツをする

塩辛いものは少なめにする

身体の異常に気がついたら、すぐに医療機関を受診する

太り過ぎや、やせ過ぎにならないよう、適切な体重維持を心

がける

焦げた部分は避ける

定期的にがん検診を受ける

お酒はほどほどにする

偏食をせず、栄養面でバランスのよい食事をする

野菜・果物不足にならないよう、毎日食べる

他人のたばこの煙をできるだけ避ける

たばこは吸わないようにする

人

こわいと思う

54.5%どちらかと言

えばこわいと

思う

31.8%

どちらかと言

えばこわいと

思わない

4.6%

こわいと思わ

ない 1.7%

どちらともい

えない 7.4%

太り過ぎや、やせ過ぎにならないよう、適切な体重維持を心がける
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問３ あなたは、がんに関する情報について、どのようなところから情報を得ていますか。

（いくつでも）（回答者数 176 人） 

 

 

問４ 「緩和ケア」について、あなたにとって当てはまるものはどれですか。（いくつでも）

（回答者数 176 人） 

 （資料）緩和ケアとは 

○生命を脅かす疾患に伴う痛みをはじめとする身体のつらさ、気持ちのつらさ、生きている意味や価値につい

ての疑問、療養場所や医療費のことなど、患者や家族が直面するさまざまな問題に対し援助する医療のこと。 

○病気の時期や治療の場所を問わず、いつでもどこでも提供される必要があるとされている。 
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治療と並行でなく、単独で行われるもの（他の治療と合わ

せて受けられないもの）と思っていた

よくわからないが、聞いたことがある

知らなかった

痛みなどの身体症状のみを対象とすると思っていた

病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われない

と思っていた

（資料のような）「緩和ケア」の意味を十分知っていた

終末期の患者だけを対象とすると思っていた

人

病院、緩和ケア病棟などの限られた場所でしか行われないと

思っていた 

治療と並行でなく、単独で行われるもの（他の治療と合わせて

受けられないもの）と思っていた 
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問５ がん診療連携拠点病院に設置されているがんの相談支援センターは、がん医療に関する

相談、個別の状況に応じた適切な医療機関の紹介、セカンド・オピニオンを受けられる医師の

紹介、がん検診に関する情報発信や相談等のサービスを提供していますが、あなたは相談支

援センターを利用したことがありますか。（１つ選択）（回答者数 176 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問６ あなたは、がんと診断された場合、一か所の病院で継続して治療を受けたいですか。それと

も、その時々の症状に応じた医療機関等に移って治療を受けたいですか。（１つ選択） 

   （回答者数 176 人） 

 

利用したことが

ある 2.3%
利用したことは

ないが、よく

知っている

10.2%

利用したことは

ないが、言葉だ

けは知っている

31.3%

知らなかった

56.2%

一か所の病院で

継続治療

11.4%

どちらかと言えば

一か所の病院で

30.1%
症状に応じた医

療機関等に移転

35.2%

どちらかと言え

ば、症状に応じ

た医療機関等に

15.9%

わからない

7.4%
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問７ がんを治すことが難しくなり、あなたの人生の時間が残り少なくなったとしたら、ど

こで過ごしたいと思いますか。（１つ選択）（回答者数 176 人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問８ 県では、医療機関から収集したがん患者の診断、治療およびその後の経過に関する情

報を活用して、がんの罹患・受療・死亡状況を把握し、県のがん対策の策定や評価に活

用するとともに、その情報を、「千葉県がん登録事業報告書」として医療機関や県民に

公表していますが、あなたは、このような取組み（千葉県がん登録事業）をご存知です

か。（１つ選択）（回答者数 176 人） 

 

  

知っている

6.3%
ある程度知って

いる 9.1%

あまり知ら

ない 14.2%

知らなかった

70.4%

医療機関に入院

5.1%

緩和ケア病

棟に入院

16.5%

自宅で療養後

医療機関に入院

15.3%

自宅で療養後、

緩和ケア病棟に

入院 31.8%

自宅で最後まで

9.1%

積極的に治療

7.4%

介護施設に入所

1.1% わからない

11.4%

その他 2.3%
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問９ あなたは、がん対策について、県としてどういったことに力を入れてほしいと思いま

すか。（いくつでも）（回答者数 176 人） 
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緩和ケアの推進

がん医療に関わる医療機関の整備

がんの早期発見（がん検診）

人
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資料３ 

検討会等の開催状況 
 

平成 24 年 3 月 28 日 平成 23 年度 第１回千葉県がん対策審議会（現計画の進捗と見直し）

平成 24 年 6 月 6日 平成 24 年度 第１回千葉県がん対策推進部会（現計画の進捗と見直し）

平成 24 年 7 月 24 日 平成 24 年度 第１回がん医療専門委員会 

平成 24 年 8 月 6日 平成 24 年度 第１回がん検診専門委員会 

平成 24 年 8 月 7日 平成 24 年度 第１回在宅がん緩和ケア専門委員会 

平成 24 年 10 月 15 日 平成 24 年度 第２回がん医療専門委員会 

平成 24 年 11 月 2 日 平成 24 年度 第２回在宅がん緩和ケア専門委員会 

平成 24 年 11 月 14 日 平成 24 年度 第２回がん検診専門委員会 

平成 24 年 12 月 17 日 平成 24 年度 第２回がん対策推進部会（次期計画の骨子案） 

平成 25 年 1 月 9日 平成 24 年度 第３回千葉県がん対策推進部会（次期計画の素案） 

平成 25 年 1 月 16 日 平成 24 年度 第１回千葉県がん対策審議会（次期計画の素案） 

平成 25 年 3 月 4日 平成 24 年度 第４回千葉県がん対策推進部会（次期計画の最終案） 

平成 25 年 3 月 13 日 平成 24 年度 第２回千葉県がん対策審議会（次期計画の最終案） 
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資料４ 

千葉県がん対策審議会委員名簿 
順不同、敬称略 

  

氏 名 役  職  名 備 考 

藤森 宗徳 千葉県医師会長 会長  ～H24.7.31 

井上 雄元 千葉県医師会長 会長   H24.8.1～ 

浅野 薫之 千葉県歯科医師会長  

木下 平 国立がん研究センター東病院長 ～H24.7.31 

江角 浩安 国立がん研究センター東病院長 H24.8.1～ 

宮崎 勝 千葉大学医学部附属病院長  

藤澤 武彦 ちば県民保健予防財団理事長  

大岩 孝司 さくさべ坂通り診療所院長  

近藤 けい子 千葉県介護福祉士会副会長 ～H24.7.31 

野口 渉子 千葉県介護福祉士会副会長 H24.8.1～ 

齋藤 とし子 千葉県がん患者団体連絡協議会長  

伊澤 史夫 白井市長  

白石 治和 鋸南町長  

岡村 泰明 県議会議員  

石井 宏子 県議会議員  

中川原 章 千葉県がんセンター長  

木村 秀樹 千葉県がん診療連携協議会長  
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千葉県がん対策推進部会委員名簿 
順不同、敬称略 

氏 名 役 職 名 備 考 

土橋 正彦 千葉県医師会副会長 

溝口 万里子 千葉県歯科医師会理事 

藤澤 里子 千葉県看護協会常任理事 ～H24.6.15 

星野 惠美子 千葉県看護協会常任理事 H24.6.15～ 

麻生 忠男 千葉県薬剤師会長 

江角 浩安 国立がん研究センター東病院長 

宮崎 勝 千葉大学医学部附属病院長 

由佐 俊和 千葉労災病院院長代理 

藤澤 武彦 ちば県民保健予防財団理事長 

志村 壽彦 市原市医師会長 

権平 くみ子 千葉県訪問看護ステーション連絡協議会会長

野口 渉子 千葉県介護福祉士会副会長 

齋藤 とし子 アイビー千葉代表 

野田 真由美  NPO 法人支えあう会「α」副理事長 

藤田 敦子 NPO 法人千葉･在宅ケア市民ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾟｭｱ代表

宮坂 いち子 NPO 法人ホスピスケアを広める会理事長 

中村 一男 白井市健康福祉部健康課長 

前田 義夫 鋸南町保健福祉課長 

中川原 章 千葉県がんセンター長 部会長 

木村 秀樹 千葉県がん診療連携協議会会長 

三上 春夫 千葉県がんセンター研究局がん予防センター部長

中村 恒穂 印旛健康福祉センター長 

井上 肇 千葉県健康福祉部保健医療担当部長 ～H24.8.9 

鈴木 健彦 千葉県健康福祉部保健医療担当部長 H24.8.10～ 
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がん検診専門委員会 順不同、敬称略

考　備名　職　役名　　氏

長員委長事理団財防予健保民県ばち彦武　澤藤

入江　康文 千葉市医師会長

林　　　　學 ちば県民保健予防財団名誉総合健診センター長

河西　十九三 ちば県民保健予防財団常務理事

橋本　秀行 ちば県民保健予防財団診療部長

山口　和也 ちば県民保健予防財団診療科部長

早田　篤子 ちば県民保健予防財団検査部臨床病理科長

小原　　修 千葉県放射線技師会会長

齋藤　とし子 アイビー千葉代表

中村　一男 白井市健康福祉部健康課長

前田　義夫 鋸南町保健福祉課長

佐伯　陽子 市川市保健推進員

蕨　智津子 夷隅健康福祉センター地域保健福祉課長

がん医療専門委員会 順不同、敬称略

考　備名　職　役名　　氏

長員委長ータンセ副ータンセんが県葉千樹秀　村木

土橋　正彦 千葉県医師会副会長

佐藤　一道 東京歯科大学口腔がんセンター講師

鎌田　　正 放射線医学総合研究所重粒子医科学センター長

中川原　章 千葉県がんセンター長

永瀬　浩喜 千葉県がんセンター研究局長

林　　隆一 国立がん研究センター東病院副院長

大津　　敦 国立がん研究センター東病院臨床開発センター長

秋元　哲夫 国立がん研究センター東病院粒子線医学開発部長

滝口　裕一 千葉大学医学部附属病院臨床腫瘍部長

浜野　公明 千葉県がんセンター経営戦略部長

西　　育子 千葉県がんセンターサポーティブケア室がん看護専門看護師

木所　昭夫 順天堂大学医学部附属浦安病院がん治療センター長

木下　寛也 国立がん研究センター東病院緩和医療科長

野田　真由美　 NPＯ法人支えあう会「α」副理事長

在宅がん緩和ケア専門委員会 順不同、敬称略

考　備名　職　役名　　氏

長員委長会副会師医県葉千彦正　橋土

大岩　孝司 さくさべ坂通り診療所院長

栗原　正彦 千葉県歯科医師会理事

権平　くみ子 千葉県看護協会ちば訪問看護ステーション所長

眞鍋　知史 千葉県薬剤師会副会長

木下　寛也 国立がん研究センター東病院緩和医療科長

渡邉　　敏 千葉県がんセンター緩和医療科部長

木所　昭夫 順天堂大学医学部附属浦安病院がん治療センター長

山内　智博 東京歯科大学口腔がんセンター講師

大木　信子 匝瑳市民病院看護部長

木村　由美子 千葉県がんセンターサポーティブケア室副看護師長

泉山　明美 千葉県訪問看護ステーション連絡協議会副会長

野口　渉子 千葉県介護福祉士会副会長

金井　弘子 ねむの会代表

藤田　敦子 ＮＰＯ法人千葉･在宅ケア市民ﾈｯﾄﾜｰｸﾋﾟｭｱ代表

宮坂　いち子 ＮＰＯ法人ホスピスケアを広める会理事長

押垂　幸子 山武健康福祉センター地域保健福祉課長
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資料５           

がん診療連携拠点病院一覧  平成 25 年 3 月 31 日現在 

二次保健 

医療圏 
病院名 住所・電話番号 

ホームページ 

アドレス 

千葉 

千葉県がんセンター 
千葉市中央区仁戸名町 

666-2 
043-264-5431 

http://www.chiba
-cc.jp/ 

千葉大学医学部附属病院 
千葉市中央区亥鼻1-8-1 
043-222-7171 

http://www.ho.ch
iba-u.ac.jp/ 

独立行政法人国立病院機構 

千葉医療センター 

千葉市中央区椿森4-1-2 
043-251-5311 

http://www.hosp.
go.jp/~chiba/ 

東葛南部 

船橋市立医療センター 
船橋市金杉1-21-1 
047-438-3321 

http://www.mmc.f
unabashi.chiba.j
p/ 

東京歯科大学市川総合病院 
市川市菅野5-11-13 
047-322-0151 

http://www.tdc.a
c.jp/hospital/ig
h/ 

順天堂大学医学部附属浦安病院 
浦安市富岡2-1-1 
047-353-3111 

http://www.hosp-
urayasu.juntendo
.ac.jp/ 

東葛北部 

独立行政法人 

国立がん研究センター東病院 

柏市柏の葉6-5-1 
04-7133-1111 

http://www.ncc.g
o.jp/jp/ncce/ind
ex.html 

東京慈恵会医科大学附属柏病院 
柏市柏下163-1 
04-7164-1111 

http://www.jikei
.ac.jp/hospital/
kashiwa/indeX.ht
ml 

国保松戸市立病院 
松戸市上本郷4005 
047-363-2171 

http://www.city.
matsudo.chiba.jp
/hospital/ 

印旛 成田赤十字病院 
成田市飯田町90-1 
0476-22-2311 

http://www.narit
a.jrc.or.jp/ 

香取海匝 総合病院国保 旭中央病院 
旭市イ1326 
0479-63-8111 

http://www.hospi
tal.asahi.chiba.
jp/ 

安房 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 
鴨川市東町929 
04-7092-2211 

http://www.kamed
a.com/index.html

君津 国保直営総合病院 君津中央病院 
木更津市桜井1010 
0438-36-1071 

http://www.hospi
tal.kisarazu.chi
ba.jp/ 

市原 
独立行政法人労働者健康福祉機構

千葉労災病院 

市原市辰巳台東2-16 
0436-74-1111 

http://www2.chib
ah.rofuku.go.jp/

 

県内の高度先進医療機関 

高度先進医療機関 住所・電話番号 ホームページアドレス 

独立行政法人放射線医学総合研究所 

重粒子医科学センター病院 

千葉市稲毛区穴川 
4-9-1

043-206-3306 

http://www.nirs.go.jp/hospital
/index.shtml 
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資料６ 

千葉県がん診療連携協力病院一覧  平成 25 年 3 月 31 日現在 

二次保健 

医療圏 
病院名 住所・電話番号 

ホームページ 

アドレス 

千葉 

医療法人社団誠馨会  

千葉メディカルセンター 

（胃がん・大腸がん） 

千 葉 市 中 央 区 南 町

1-11-12 
043-261-5111 

http://www.seik

eikai-cmc.jp/ 

千葉市立海浜病院 

（胃がん・大腸がん・乳がん） 

千葉市美浜区磯辺3-31-1 
043-277-7711 

http://www.city

.chiba.jp/byoin

/kaihin/kaihint

op.html 

東葛 

南部 

社会福祉法人恩賜財団済生会 

千葉県済生会習志野病院 

（胃がん・大腸がん・肝がん） 

習志野市泉町1-1-1 
047-473-1281 

http://www.chib

a-saiseikai.com 

医療法人社団保健会 谷津保健病院

（胃がん・大腸がん） 

習志野市谷津4-6-16 
047-451-6000 

http://www.yats

u.or.jp 

東京女子医科大学附属 

八千代医療センター 

（胃がん・大腸がん・肺がん） 

八 千代市大和田新田

477-96 
047-450-6000 

http://www.twmu

.ac.jp/TYMC 

社会保険船橋中央病院 

（胃がん・大腸がん・乳がん） 

船橋市海神6-13-10 
047-433-2111 

http:// 

www.zensharen.o

r.jp/funb/publi

c _html 

医療法人沖縄徳洲会 

千葉徳洲会病院 

（胃がん・大腸がん） 

船橋市習志野台1-27-1 
047-466-7111 

http:// 

www.chibatoku.o

r.jp 

東葛 

北部 

医療法人社団圭春会 小張総合病院

（胃がん・大腸がん） 

野田市横内29-1 
04-7124-6666 

http://www.koba

ri.or.jp 

医療法人社団協友会 

柏厚生総合病院 

（胃がん・大腸がん） 

柏市篠籠田617 
04-7145-1111 

http://www.kash

iwakousei.or.jp 

印旛 

東邦大学医療センター佐倉病院 

（胃がん・大腸がん・乳がん） 

佐倉市下志津564-1 
043-462-8811 

http://www.saku

ra.med.toho-u.a

c.jp 

日本医科大学千葉北総病院 

（胃がん・大腸がん・肺がん） 

印西市鎌苅1715 
0476-99-1111 

http://hokuso-h

.nms.ac.jp 

香取 

海匝 

千葉県立佐原病院 

（胃がん・大腸がん） 

香取市佐原イ2285 
0478-54-1231 

http://www.sawa

ra-hospital.jp 

山武長生 

夷隅 

さんむ医療センター 

（胃がん・大腸がん） 

山武市成東167 
0475-82-2521 

http://www.sanm

u-mc.jp 

市原 
帝京大学ちば総合医療センター 

（胃がん・大腸がん・乳がん） 

市原市姉崎3426-3 
0436-62-1211 

http://www.med.

teikyo-u.ac.jp/

~chiba 
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資料７ 

相談支援センター一覧 

病院名および相談窓口 電話番号 対応（曜日・時間） 

千葉県がんセンター 
患者相談支援室 

043-264-6801 
（直通） 

月～金 
9時 00分～16時 00分 

千葉大学医学部附属病院 
がん相談支援センター（地域医療連携部内） 

043-226-2698 
（直通） 

月～金 
9時 30分～16時 30分 

独立行政法人国立病院機構 千葉医療センター 
がん相談支援センター 

043-251-5320 
（直通） 

月～金 
9時 00分～12時 00分 
13時 00分～16時 00分

船橋市立医療センター 
がん相談支援センター 

047-438-3321 
（代表） 

月～金 
9時 00分～16時 00分 

東京歯科大学市川総合病院 
地域連携・医療福祉室 

047-322-0151 
（内線 2215）

月～金 
9時 00分～17時 00分 
土（第 2を除く） 

9時 00分～13時 00分 

順天堂大学医学部附属浦安病院 
がん治療センター相談支援室 

047-382-1341 
（直通） 

月～金 
10時 00分～16時 00分
土（第 2を除く） 

10時 00分～12時 00分

東京慈恵会医科大学附属柏病院 
がん相談支援センター 

04-7167-9739 
（直通） 

月～土 
9時 00分～16時 00分 

国保松戸市立病院 
医療なんでも相談窓口（市立病院地域連携課）

047-363-2171 
（内線 1102）

月～金 
8時 30分～17時 00分 

成田赤十字病院 
医療福祉相談室 

0476-22-2311 
（代表） 

月～金 
9時 00分～17時 00分 

総合病院 国保旭中央病院 
医療連携福祉相談室 

0479-63-8111 
（代表） 

月～金 
8時 30分～17時 15分 

医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 
総合相談室（がん相談支援センター） 

04-7092-2211 
（内線 7177）

月～土 
8時 00分～17時 00分 

国保直営総合病院 君津中央病院 
がん相談支援センター 

0438-36-1071 
（内線 2812）

月～金 
9時 00分～17時 00分 

独立行政法人労働者健康福祉機構千葉労災病院

がん相談支援センター（医療相談室内） 
0436-74-1111 
（内線 3163）

月～金 
9時 00分～16時 00分 

独立行政法人国立がん研究センター東病院 
患者・家族支援相談室 

04-7134-6932 
（直通） 

月～金 
8時 30分～17時 15分 

  

独立行政法人労働者健康福祉機構 千葉労災病院

がん相談支援センター（医療相談室内） 
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資料８ 

がんに関する情報のホームページリンク集 

 

 ○国立がん研究センター http://www.ncc.go.jp/jp/ 

  

 ○国立がん研究センターがん情報センター http://www.ncc.go.jp/jp/cis/index.html 

 

 ○国立がん研究センターがん情報サービス http://ganjoho.jp/public/index.html 

 

 ○日本対がん協会  http://www.jcancer.jp/ 

 

 ○厚生労働省（がん対策情報） 

  http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/gan/index.html 

 

 ○千葉県健康づくり支援課 http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/index.html 

 

 ○千葉県がんセンター http://www.chiba-cc.jp/ 

 

 ○千葉県在宅緩和ケア支援センター http://www.chibazaitaku.jp/ 

 
 ○公益財団法人ちば県民保健予防財団 http://www.kenko-chiba.or.jp/ 

 
○千葉県がん診療連携協議会 

http://www.pref.chiba.lg.jp/kenzu/gan/kyotenkyougikai/kyougikai.html 
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資料９ 

がん対策基本法 
(平成十八年六月二十三日) 

(法律第九十八号) 
 

目次 
第一章 総則(第一条―第八条) 
第二章 がん対策推進基本計画等(第九条―第十一条) 
第三章 基本的施策 
第一節 がんの予防及び早期発見の推進(第十二条・第十三条) 
第二節 がん医療の均てん化の促進等(第十四条―第十七条) 
第三節 研究の推進等(第十八条) 

第四章 がん対策推進協議会(第十九条・第二十条) 
附則 
 
第一章 総則 
(目的) 

第一条 この法律は、我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収め

てきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等が

んが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対

策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、

医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する

計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることによ

り、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。 

(基本理念) 

第二条 がん対策は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。 

一 がんの克服を目指し、がんに関する専門的、学際的又は総合的な研究を推進す

るとともに、がんの予防、診断、治療等に係る技術の向上その他の研究等の成果

を普及し、活用し、及び発展させること。 

二 がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく科学的知見に基づく適切な

がんに係る医療(以下｢がん医療｣という。)を受けることができるようにすること。 

三 がん患者の置かれている状況に応じ、本人の意向を十分尊重してがんの治療方

法等が選択されるようがん医療を提供する体制の整備がなされること。 

(国の責務) 

第三条 国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、が

ん対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 

(地方公共団体の責務) 

第四条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、がん対策に関し、国との連携を図り

つつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する

責務を有する。 

(医療保険者の責務) 

第五条 医療保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第七項に規定す

る医療保険者をいう。)は、国及び地方公共団体が講ずるがんの予防に関する啓発

及び知識の普及、がん検診に関する普及啓発等の施策に協力するよう努めなければ

ならない。 

(国民の責務) 

第六条 国民は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣が健康に及ぼす影響等がんに

関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、必

要に応じ、がん検診を受けるよう努めなければならない。 

(医師等の責務) 

第七条 医師その他の医療関係者は、国及び地方公共団体が講ずるがん対策に協力し、

がんの予防に寄与するよう努めるとともに、がん患者の置かれている状況を深く認

識し、良質かつ適切ながん医療を行うよう努めなければならない。 
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(法制上の措置等) 

第八条 政府は、がん対策を実施するため必要な法制上又は財政上の措置その他の措

置を講じなければならない。 

 

第二章 がん対策推進基本計画等 

(がん対策推進基本計画) 

第九条 政府は、がん対策の総合的かつ計画的な推進を図るため、がん対策の推進に

関する基本的な計画(以下「がん対策推進基本計画」という。)を策定しなければな

らない。 

２ がん対策推進基本計画に定める施策については、原則として、当該施策の具体的

な目標及びその達成の時期を定めるものとする。 

３ 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成し、閣議の決定を求めなけれ

ばならない。 

４ 厚生労働大臣は、がん対策推進基本計画の案を作成しようとするときは、関係行

政機関の長と協議するとともに、がん対策推進協議会の意見を聴くものとする。 

５ 政府は、がん対策推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告

するとともに、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければなら

ない。 

６ 政府は、適時に、第二項の規定により定める目標の達成状況を調査し、その結果

をインターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

７ 政府は、がん医療に関する状況の変化を勘案し、及びがん対策の効果に関する評

価を踏まえ、少なくとも五年ごとに、がん対策推進基本計画に検討を加え、必要が

あると認めるときには、これを変更しなければならない。 

８ 第三項から第五項までの規定は、がん対策推進基本計画の変更について準用する。 

(関係行政機関への要請) 

第十条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、

がん対策推進基本計画の策定のための資料の提出又はがん対策推進基本計画にお

いて定められた施策であって当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要

な要請をすることができる。 

(都道府県がん対策推進計画) 

第十一条 都道府県は、がん対策推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県

におけるがん患者に対するがん医療の提供の状況等を踏まえ、当該都道府県におけ

るがん対策の推進に関する計画(以下「都道府県がん対策推進計画」という。)を策

定しなければならない。 

２ 都道府県がん対策推進計画は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の

四第一項に規定する医療計画、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第八条第一項

に規定する都道府県健康増進計画、介護保険法第百十八条第一項に規定する都道府

県介護保険事業支援計画その他の法令の規定による計画であって保健、医療又は福

祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。 

３ 都道府県は、都道府県がん対策推進計画を策定したときは、遅滞なく、これを公

表しなければならない。 

４ 都道府県は、当該都道府県におけるがん医療に関する状況の変化を勘案し、及び

当該都道府県におけるがん対策の効果に関する評価を踏まえ、少なくとも五年ごと

に、都道府県がん対策推進計画に検討を加え、必要があると認めるときには、これ

を変更しなければならない。 

５ 第三項の規定は、都道府県がん対策推進計画の変更について準用する。 

 

第三章 基本的施策 

第一節 がんの予防及び早期発見の推進 

(がんの予防の推進) 

第十二条 国及び地方公共団体は、喫煙、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環

境が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及その他のがんの予防の推進の

ために必要な施策を講ずるものとする。 
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(がん検診の質の向上等) 

第十三条 国及び地方公共団体は、がんの早期発見に資するよう、がん検診の方法等

の検討、がん検診の事業評価の実施、がん検診に携わる医療従事者に対する研修の

機会の確保その他のがん検診の質の向上等を図るために必要な施策を講ずるとと

もに、がん検診の受診率の向上に資するよう、がん検診に関する普及啓発その他の

必要な施策を講ずるものとする。 

第二節 がん医療の均てん化の促進等 

(専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成) 

第十四条 国及び地方公共団体は、手術、放射線療法、化学療法その他のがん医療に

携わる専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の育成を図るため

に必要な施策を講ずるものとする。 

(医療機関の整備等) 

第十五条 国及び地方公共団体は、がん患者がその居住する地域にかかわらず等しく

そのがんの状態に応じた適切ながん医療を受けることができるよう、専門的ながん

医療の提供等を行う医療機関の整備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、がん患者に対し適切ながん医療が提供されるよう、国立

がんセンター、前項の医療機関その他の医療機関等の間における連携協力体制の整

備を図るために必要な施策を講ずるものとする。 

(がん患者の療養生活の質の維持向上) 

第十六条 国及び地方公共団体は、がん患者の状況に応じて疼 と う痛等の緩和を目的

とする医療が早期から適切に行われるようにすること、居宅においてがん患者に対

しがん医療を提供するための連携協力体制を確保すること、医療従事者に対するが

ん患者の療養生活の質の維持向上に関する研修の機会を確保することその他のが

ん患者の療養生活の質の維持向上のために必要な施策を講ずるものとする。 

(がん医療に関する情報の収集提供体制の整備等) 

第十七条 国及び地方公共団体は、がん医療に関する情報の収集及び提供を行う体制

を整備するために必要な施策を講ずるとともに、がん患者及びその家族に対する相

談支援等を推進するために必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、がん患者のがんの罹り患、転帰その他の状況を把握し、

分析するための取組を支援するために必要な施策を講ずるものとする。 

第三節 研究の推進等 

第十八条 国及び地方公共団体は、がんの本態解明、革新的ながんの予防、診断及び

治療に関する方法の開発その他のがんの罹患率及びがんによる死亡率の低下に資

する事項についての研究が促進され、並びにその成果が活用されるよう必要な施策

を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、がん医療を行う上で特に必要性が高い医薬品及び医療機

器の早期の薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定による製造販売の承認

に資するようその治験が迅速かつ確実に行われ、並びにがん医療に係る標準的な治

療方法の開発に係る臨床研究が円滑に行われる環境の整備のために必要な施策を

講ずるものとする。 
 
第四章 がん対策推進協議会 

第十九条 厚生労働省に、がん対策推進基本計画に関し、第九条第四項(同条第八項

において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理するため、がん対策推進協

議会(以下「協議会」という。)を置く。 

第二十条 協議会は、委員二十人以内で組織する。 

２ 協議会の委員は、がん患者及びその家族又は遺族を代表する者、がん医療に従事

する者並びに学識経験のある者のうちから、厚生労働大臣が任命する。 

３ 協議会の委員は、非常勤とする。 

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で

定める。 

附 則  

(施行期日) 

第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。   
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          がん対策基本法案に対する附帯決議 
 

平成十八年六月十五日 参議院厚生労働委員会 

がんが日本人の死亡原因の三十一パーセントに上り、年間三十万人以上もの患者が命を失っている

現状にかんがみ、国を挙げて「がんとの闘い」に取り組むとの意志を明確にするとともに、がん対策

基本法の制定をもって、我が国のがん医療を改善する契機とするため、政府は、次の事項について、

適切な措置を講ずるべきである。 

一、 本法により創設される「がん対策推進協議会」については、政府の策定する「がん対策推進基

本計画」の立案に積極的に関与する機関であるとの位置づけにのっとり、その機能が十分に発揮で

きるよう配慮すること。その際、がん医療に関連する他の検討会等との役割分担や連携の強化にも

努めること。 

二、 「がん対策推進基本計画」については、「健康フロンティア戦略」及び「がん対策推進アクシ

ョンプラン二〇〇五」において、平成二十六年までの十年間に「五年生存率を二十パーセント改善

する」との目標が確認されていることを踏まえ、関係府省との連携の下、速やかに策定すること。 

三、 「がん対策推進協議会」の委員構成については、がん患者が初めてがん医療の政策立案過程に

参画できるようになったことの意義を重く受け止め、がん患者の意向が十分に反映されるよう配慮

すること。 

四、 がん医療に関する情報提供については、がん患者が医療機関を選択する際に役立つよう、各が

ん専門医療機関の専門分野、専門的な知識及び技能を有する医師その他の医療従事者の数や設備の

状況などの医療機能情報が、患者の視点に立って適切に提供される体制を整えること。 

五、 がんの治療法に関する情報については、手術療法、放射線療法、化学療法その他のがんの治療

法についての最新の情報を、できる限り平易な言葉で国民に提供する体制を整えること。 

六、 病状、治療方法等について、患者が医師等の説明を理解し、納得した上で治療法の選択ができ

るよう、正確かつ適切な情報提供の推進、セカンドオピニオン外来・医療相談室の拡充に努めるこ

と。あわせて、セカンドオピニオンを受けるために必要な診療状況を示す文書やデータ等の提供に

ついて、患者の求めに応じて迅速かつ適切に対応するよう、医療機関に周知徹底を図ること。 

七、 がん専門医等の養成と配置については、がん治療の水準向上のために確保すべき外科医、放射

線腫瘍医、腫瘍内科医、病理医、麻酔医などの医師その他の医療従事者の養成や常勤での配置、   

並びに新たな診断機器や治療機器等の開発、配備等の諸課題を検討するため、厚生労働省、文部科

学省等の関係府省による連絡調整を随時行い、その協議内容を「がん対策推進協議会」に報告する

こと。 

八、 放射線療法及び化学療法については、がん医療における重要性が高まってきていることを踏ま

え、卒前教育、卒後の臨床研修の各段階において、適切な教育、研修が行われるよう、必要な措置

を講ずるとともに、これらの分野に関する人材の育成と専門的な教育研究体制の充実を図ること。

また、放射線療法の品質管理が十分に行われるよう、適切な措置を講ずるとともに、あわせて、   

専門的な人材の育成に努めること。 

九、 がん専門医の研修については、国立がんセンター等におけるがん専門医育成のための研修コー

スを拡充するとともに、効果的な研修を可能とするための方策を検討し、必要な措置を講ずること。 

十、 がん医療においてもチーム医療による対応の必要性が増していることにかんがみ、看護師、  

薬剤師、診療放射線技師等のコメディカル・スタッフの専門的知識、技術の習得が促進されるよう、

必要な措置を講ずること。 
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十一、 地域におけるがん医療の充実については、医療計画におけるがん診療体制の整備に関して、

地域の医療機関が、それぞれの診療レベルに応じて機能分担し、連携を強化することによって、  

質の高いがん医療を適切に提供できる体制を整えること。 

十二、 緩和ケアについては、がん患者の生活の質を確保するため、緩和ケアに関する専門的な知識

及び技能を有する医療従事者の育成に努めるとともに、自宅や施設においても、適切な医療や緩和

ケアを受けることができる体制の整備を進めること。 

十三、 がん治療に係る新薬及び新規医療機器の承認については、海外で使用されながら日本国内で

は未承認のために使用できない抗がん剤等の医薬品及び医療機器について、早期に使用できるよう、

多施設共同研究の推進や、有効性・安全性に関する審査の迅速化など、なお一層の促進策を講ずる

こと。 

十四、 抗がん剤の保険適用について、認められている効能以外のがんにも有用性が認められ、薬事

法上の承認を得た場合は直ちに保険適用とすること。 

十五、 ＤＰＣ（診断群分類別包括評価）対象病院の拡大に伴って、最善の医療を提供できなくなる

ことがないよう、診療内容を検証するとともに、適正な診療報酬の設定に努めること。 

十六、 がん登録については、がん罹患者数・罹患率などの疫学的研究、がん検診の評価、がん医療

の評価に不可欠の制度であり、院内がん登録制度、地域がん登録制度の更なる推進と登録精度の向

上並びに個人情報の保護を徹底するための措置について、本法成立後、検討を行い、所要の措置を

講ずること。 

十七、 予防・早期発見体制の充実については、がんの早期発見のための知識や予防法の普及を図る

こと。また、最新の知見に基づき有効性が高いと認められるがん検診を地域における検診の項目に

位置づけること。 

十八、 がん検診については、最新の診断機器の効率的利用や撮影技師の技能向上等により、早期発

見率を向上させるとともに、がん検診の事後評価を推進すること。 

十九、 がんをはじめとする生活習慣病の予防を推進するため、革新的ながんの予防についての研究

の促進及びその成果の活用、喫煙が健康に及ぼす影響に関する啓発及び知識の普及を図るほか、  

喫煙者数の減少に向け、たばこに関するあらゆる健康増進策を総合的に実施すること。 

 

右決議する。 

  



131 

資料10 

がん対策推進基本計画の概要 

 

がん対策推進基本計画（以下「基本計画」という）は、がん対策基本法（平成18年法律第98号）に

基づき政府が策定するものであり、平成19年6月に策定され、基本計画に基づきがん対策が進められ

てきた。今回、前基本計画の策定から5年が経過し、新たな課題も明らかになっていることから、見

直しを行い、新たに平成24年度から平成28年度までの5年間を対象として、がん対策の総合的かつ計

画的な推進を図るため、がん対策の推進に関する基本的な方向を明らかにするものである。これによ

り「がん患者を含む国民が、がんを知り、がんと向き合い、がんに負けることのない社会」を目指す。 

 

○ がん患者を含めた国民の視点に立ったがん対策の実施 

○ 重点的に取り組むべき課題を定めた総合的かつ計画的ながん対策の実施 

○ 目標とその達成時期の考え方 

 

1. 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とこれらを専門的に行う医療従事者の育成 

 がん医療を専門的に行う医療従事者を養成するとともに、チーム医療を推進し、放射線療法、化学療法、

手術療法やこれらを組み合わせた集学的治療の質の向上を図る。 

2. がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

がん医療に携わる医療従事者への研修や緩和ケアチームなどの機能強化等により、がんと診断された時

から患者とその家族が、精神心理的苦痛に対する心のケアを含めた全人的な緩和ケアを受けられるよう、

緩和ケアの提供体制をより充実させる。 

3. がん登録の推進 

がん登録はがんの種類毎の患者の数、治療内容、生存期間などのデータを収集、分析し、がん対策の基

礎となるデータを得る仕組みであるが、未だ、諸外国と比べてもその整備が遅れており、法的位置付けの

検討も含めて、がん登録を円滑に推進するための体制整備を図る。 

4. ○新働く世代や小児へのがん対策の充実 

我が国で死亡率が上昇している女性のがんへの対策、就労に関する問題への対応、働く世代の検診受診

率の向上、小児がん対策等への取組を推進する。 

 

 

1. がんによる死亡者の減少 
（75歳未満の年齢調整死亡率の20%減少） 

2. 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と 
療養生活の質の維持向上 

3. ○新がんになっても安心して暮らせる社会の構築 

年齢調整死亡率（75歳未満）の推移 

（人口10万対） 

趣旨 

第１ 基本方針 

第２ 重点的に取り組むべき課題 

第３ 全体目標（平成19年度からの10年目標） 
92.4 90.0

88.5
87.2

84.4

84.3

73.9

70.0

80.0

90.0

H17H18H19H20H21H22 H27
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1. がん医療 
（１） 放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム医療の推進 

3年以内に全ての拠点病院にチーム医療の体制を整備する。 

（２） がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成 

がん医療を担う専門の医療従事者を育成し、がん医療の質の向上を目指す。 

（３） がんと診断された時からの緩和ケアの推進 

5年以内に、がん診療に携わるすべての医療従事者が基本的な緩和ケアを理解し、知識と技術を習得する。

3年以内に拠点病院を中心に緩和ケアチームや緩和ケア外来の充実を図る。 

（４） 地域の医療・介護サービス提供体制の構築 

3年以内に拠点病院のあり方を検討し、5年以内にその機能をさらに充実させる。また、在宅医療・介護

サービス提供体制の構築を目指す。 

（５） ○新医薬品・医療機器の早期開発・承認等に向けた取組 
有効で安全な医薬品を迅速に国民に提供するための取り組みを着実に実施する。 

（６） その他（希少がん、病理診断、リハビリテーション） 

2. がんに関する相談支援と情報提供 
患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族にとってより活用しやすい相談支援体制を実

現する。 

3. がん登録 
法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や院内がん登録を実施する医療機関数の増加

を通じて、がん登録の精度を向上させる。 

4. がんの予防 
平成34年度までに、成人喫煙率を12%、未成年者の喫煙率を0%、受動喫煙については、行政機関及び医療

機関は0%、家庭は3%、飲食店は15%、職場は平成32年までに受動喫煙の無い職場を実現する。 

5. がんの早期発見 
がん検診の受診率を5年以内に50%（胃、肺、大腸は当面40%）を達成する。 

※健康増進法に基づくがん検診の対象年齢は、上限の年齢制限を設けず、ある一定年齢以上の者としているが、受診

率の算定に当たっては、海外諸国との比較等も勘案し、40～69歳（子宮がんは20～69歳）を対象とする。 

※がん検診の項目や方法は別途検討する。※目標値については、中間評価を踏まえ必要な見直しを行う。 

6. がん研究 
がん対策に資する研究をより一層推進する。2年以内に、関係省庁が連携して、がん研究の今後の方向性

と、各分野の具体的な研究事項等を明示する新たな総合的がん研究戦略を策定する。 

7. ○新小児がん 
5年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な機関の整備を開始する。 

8. ○新がんの教育・普及啓発 
 子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん教育を推進する。 

9. ○新がん患者の就労を含めた社会的な問題 
 就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における理解の促進、相談支援体制の充実を通じ

て、がんになっても安心して働き暮らせる社会の構築を目指す。 

 
 
1. 関係者等の連携協力の更なる強化 

2. 都道府県による都道府県計画の策定 

3. 関係者等の意見の把握 

4. がん患者を含めた国民等の努力 

5. 必要な財政措置の実施と予算の効率化・重点化 

6. 目標の達成状況の把握とがん対策を評価する指標の策定 

7. 基本計画の見直し 
（※）がん対策推進基本計画の全文につきましては、厚労省ホームページをご参照願います。 

     http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/dl/gan_keikaku02.pdf  

第４ 分野別施策と個別目標 

第５ がん対策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 



133 

資料 11          千葉県がん対策推進条例 
                     (平成二十五年三月一日) 

(条例第二十四号) 

 

 

健康で豊かな生活は、県民すべての願いである。誰もが罹
り

患する可能性を持ち、県民の疾病に

よる死亡の最大原因であるがんに対して、更なる対策が求められている。 

がんにうち克つ千葉県の実現に向け、社会環境の変化に的確に対応しながら、温かみのある良

質で適切な対策を推進するとともに、正しい知識のもと県民が相互に支え合う地域社会の構築を

目指し、この条例を制定する。 

（目的） 

第一条 この条例は、がんが県民の疾病による死亡の最大原因となっていることに鑑み、がん対

策基本法（平成十八年法律第九十八号）の趣旨を踏まえ、県の責務並びに県民、市町村、保健

医療福祉従事者（がんの予防、がん医療（がんに係る医療をいう。以下同じ。）又はがん患者

に対する介護に従事する者をいう。以下同じ。）及び事業者の役割を明らかにするとともに、

がん対策に関する基本的な事項を定めることにより、がんの予防及び早期発見並びに質の高い

医療の提供の推進、がん患者等（がん患者及びがん患者の家族並びにがんに罹
り

患した経験があ

る者をいう。以下同じ。）への支援その他のがん対策を総合的かつ計画的に推進することを目

的とする。 

（県の責務） 

第二条 県は、国及び市町村並びに医療機関、保健医療福祉関係団体（がんの予防、がん医療又

はがん患者に対する介護に関係する団体をいう。）、がん患者等で構成される民間団体その他

の関係団体（以下「関係団体等」という。）と連携を図りつつ、本県の特性に応じたがん対策

に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

（県民の役割） 

第三条 県民は、がんに関する正しい知識を持ち、がんの予防に必要な注意を払うとともに、が

ん検診を積極的に受診するよう努めるものとする。 

（市町村の役割） 

第四条 市町村は、国、県及び関係団体等と連携し、それぞれの地域の実情に応じたがん対策の

推進に努めるものとする。 

（保健医療福祉従事者の役割） 

第五条 保健医療福祉従事者は、県及び市町村のがん対策に協力し、良質ながん医療の提供に努

めるとともに、がんに関する十分な説明及び情報の提供に努めるものとする。 

（事業者の役割） 

第六条 事業者は、従業員のがんの予防及び早期発見に資する環境を整備するよう努めるととも

に、従業員又はその家族ががんに罹
り

患した場合に、従業員が働きながら治療を受け、療養し、

又は看護することができる環境を整備するよう努めるものとする。 
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（がんに関する情報の収集及び提供） 

第七条 県は、がん対策に資する情報を収集し、整理し、及び分析するとともに、県民に対し、

がん医療又はがん患者の療養生活に関する情報その他のがんに関する必要な情報を提供するも

のとする。 

（がんに関する教育） 

第八条 県は、市町村と連携し、学校その他の教育機関において児童及び生徒ががんに関する理

解を深めるための教育が行われるよう必要な施策を講ずるものとする。 

（がんの予防） 

第九条 県は、がんの予防を推進するため、次の各号に掲げる施策を講ずるものとする。 

一 喫煙、食生活、運動その他の生活習慣、ウイルス等の感染及び生活環境が健康に及ぼす影

響等正しい知識の啓発及び普及 

二 学校、病院、官公庁その他の公共性の高い施設及び多数の者が利用する施設における喫煙

の禁止及び分煙の取組の推進 

三 高い予防効果が見込まれる予防接種を普及させるための施策 

四 前各号に掲げるもののほか、がんの予防の推進に必要な施策 

（がんの早期発見） 

第十条 県は、がんの早期発見を推進するため、次の各号に掲げる施策を講ずるものとする。 

 一 がん検診の受診率の向上のための計画的かつ組織的ながん検診の実施  

 二 市町村、事業者及び関係団体等と協力した県民のがん検診の受診率の向上及び精度管理（が

ん検診の結果について把握し、点検し、及び評価することをいう。）の充実のための施策 

 三 性別及びがんにかかりやすい年齢を考慮したがんの早期発見を推進するための施策 

 四 前各号に掲げるもののほか、がんの早期発見の推進に必要な施策 

（質の高いがん医療の提供） 

第十一条 県は、県民に対する質の高いがん医療の提供に資するため、次の各号に掲げる施策を

講ずるものとする。 

 一 がん診療連携拠点病院（国が定める指針に基づき、専門的ながん医療の提供を行う医療機

関として厚生労働大臣が指定した病院をいう。以下同じ。）及び千葉県がん診療連携協力病

院（がん診療連携拠点病院に準ずる診療機能を有するものとして千葉県知事が指定した病院

をいう。）の整備促進及び機能の強化 

 二 前号の病院相互間及びそれらと地域における医療機関との連携協力体制の整備及び強化 

 三 県外の関係機関との間の連携協力体制の整備及び強化 

 四 手術、化学療法、放射線療法その他先進的ながん医療の充実並びにそれぞれの医療を実施

する機関相互間の連携協力体制の整備及び強化 

 五 がん医療を効果的に実施するための口腔
くう

ケアとの連携の強化 

 六 がん医療を担う人材の育成 

 七 新薬開発、臨床試験及び治療試験の推進 

 八 前各号に掲げるもののほか、県民に対する質の高いがん医療の提供に資するために必要な

施策 
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（小児がん及び希少がん） 

第十二条 県は、小児がん及び希少がんに関する対策を推進するため、治療法の研究に対する支

援、実態の把握、医療機関の連携協力体制の整備及び強化その他必要な施策を講ずるものとす

る。 

（がん研究） 

第十三条 県は、難治性がん等のがんの解明、がんの予防、診断及び治療に関する方法の開発そ

の他の先進的医療の導入に向けた研究についての情報を収集するとともに、その研究を促進す

るために必要な施策を講ずるものとする。 

（がん登録） 

第十四条 県は、がん医療の向上に資するため、がん登録（がん患者の罹
り

患その他の状況等を把

握し、分析するための制度をいう。）を、個人情報の適切な取扱いを確保しつつ、推進するも

のとする。 

(在宅医療) 

第十五条 県は、がん患者が家庭又は地域で適切な医療を選択できるよう、次の各号に掲げる施

策を講ずるものとする。 

 一 在宅でのがん医療及びがん患者に対する介護の提供のための病院、診療所、訪問看護事業

所、薬局、居宅介護支援事業所等の間の連携協力体制の整備及び強化 

 二 在宅でのがん医療に携わる人材の育成及び確保に関する支援 

 三 在宅でのがん医療を受けることに関する正しい知識及び情報の普及 

 四 前各号に掲げるもののほか、在宅での適切ながん医療を選択できるようにするために必要

な施策 

（緩和ケア） 

第十六条 県は、がん患者ががんと診断された時からその病状等に応じた緩和ケア（がん患者の

身体的又は精神的な苦痛の緩和、社会生活上の不安の軽減等を目的とする医療、看護、介護そ

の他の行為をいう。以下同じ。）を受けることができるよう、次の各号に掲げる施策を講ずる

ものとする。 

 一 緩和ケアチーム、緩和ケア外来及び緩和ケア病棟の整備の促進及び機能の強化 

 二 緩和ケアの継続的な提供のための関係団体等相互間の連携協力体制の整備及び 

強化 

 三 在宅での緩和ケアを受けることができる環境の整備の促進 

 四 緩和ケアの専門的な知識及び技能を有する人材の育成 

 五 前各号に掲げるもののほか、緩和ケアの推進のために必要な施策 

（がん患者等への支援） 

第十七条 県は、がん患者等の生活の質を向上させ、及び精神的不安又は社会生活上の不利益を

排除するために、関係団体等と連携し、次の各号に掲げる施策を講ずるものとする。 

 一 相談支援センターの体制の整備促進及び機能の強化 

 二 がん患者等の生活の質の向上のための施策 

 三 がん患者等が社会生活で不利益な取扱いを不当に受けないようにするための施策 
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四 がん患者等で構成される民間団体その他の関係団体による、がんへの理解及び関心を深め

るための活動その他のがん対策に資する活動への支援 

 五 前各号に掲げるもののほか、がん患者等への支援に必要な施策 

（がん対策推進計画） 

第十八条 県は、この条例の趣旨に基づき、がん対策を総合的かつ計画的に実施するため、がん

対策基本法第十一条第一項に規定するがん対策推進計画を策定するものとする。 

２ 知事は、前項のがん対策推進計画の策定に当たっては、あらかじめ、千葉県がん対策審議会

及び市町村その他関係者の意見を聴くとともに、その案を公表し、広く県民等の意見を求める

ものとする。 

（県民運動） 

第十九条 県は、関係団体等と広く連携を行い、がん対策に対する県民の理解及び関心を深める

ための取組を推進するものとする。 

（財政措置） 

第二十条 県は、がん対策に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとす

る。 

（委任） 

第二十一条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（検討） 

２ 知事は、この条例の施行後三年を経過するごとに、この条例の規定及び実施状況について検

討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて見直しを行うものとする。 
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資料12　千葉県がん対策推進計画（新・旧）及び国のがん対策推進基本計画の体系一覧

１　予防・早期発見

（１）予防

　 ①たばこ対策

　 ②生活習慣等の改善

　 ③がん予防の知識の普及啓発

（２）早期発見　

　 ①がん検診の受診率の向上

　 ②がん検診の精度管理の向上

（３）個別のがんに対する特徴的な予防・早期発見　

（４）がんに関する教育

２　医療

（１）がん医療

　 ①がん診療連携拠点病院及び千葉県がん診療連携協力病院の整備と循環型地域

　 　 医療連携システムの構築　

　 ②手術、 放射線及び化学療法の設備・ 体制の充実とチーム医療の推進

　 ③がん医療を担う人材育成

　 ④口腔ケアに関する医科歯科連携の推進

（２）緩和ケアの推進

　 ①がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　 ②終末期の緩和ケアの推進

（３）小児がん等の対策

３　相談・情報提供・患者の生活支援

（１）相談支援・情報提供

　 ①相談支援の充実

　 ②情報提供の充実

（２）患者の生活支援

　 ①食と栄養のトータルケア

　 ②がん患者の就労に関する問題への対応

４　研究等

（１）研究

　 ①基礎研究・ 橋渡し研究の推進

　 ②臨床研究（ 臨床試験・ 治験等） の促進

　 ③将来のがん予防のための疫学研究の推進

（２）がん登録の推進及び活用

　 ①地域がん登録

　 ②院内がん登録

千葉県がん対策推進計画
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１　がん医療
１　予防 （１）放射線療法、化学療法、手術療法の更なる充実とチーム

　○たばこ対策 　　医療の推進

　○がん予防の知識の普及啓発 　○３年以内に全ての拠点病院にチーム医療の体制を整備する。

　○食生活の改善 （２）がん医療に携わる専門的な医療従事者の育成

　○がん医療を担う専門の医療従事者を育成し、がん医療の質の

　　向上を目指す

２　早期発見　 （３）がんと診断された時からの緩和ケアの推進

　○総合的な健診の推進 　○５年以内に、がん診療に携わるすべての医療従事者が基本的な

　○がん検診の受診率の向上 　　緩和ケアを理解し、知識と技術を習得する。３年以内に拠点病院

　○個別がん対策の充実 　　を中心に緩和ケアチームや緩和ケア外来の充実を図る。

　○がん検診の精度管理の向上 （４）地域の医療・介護サービス提供体制の構築

　○３年以内に拠点病院のあり方を検討し、５年以内にその機能を

　　をさらに充実させる。また、在宅医療・介護サービス提供体制の

　　構築を目指す。

３　医療 （５）医薬品・医療機器の早期発見・承認等に向けた取組

　○がん診療連携拠点病院の整備 　○有効で安全な医薬品を迅速に国民に提供するための取組みを

　○がん医療の質の向上 　　着実に実施する。

　○放射線療法及び化学療法の充実 （６）その他（希少がん、病理診断、リハビリテーション）

　○循環型地域医療連携システムの運用

　○がん医療を担う人材育成 ２　がんに関する相談支援と情報提供
　○口腔ケアの推進 　○患者とその家族の悩みや不安を汲み上げ、患者とその家族に

　○がん登録の推進 　　とってより活用しやすい相談支援体制を実現する。

　○緩和ケアの推進

３　がん登録
　○法的位置付けの検討も含め、効率的な予後調査体制の構築や

４　在宅緩和ケア 　　院内がん登録を実施する医療機関数の増加を通じて、がん登録

　○在宅緩和ケアの普及啓発 　　の精度を向上させる。

　○在宅緩和ケアを担う地域資源の充実

　○在宅緩和ケアを担う地域資源の連携 ４　がんの予防
　○在宅緩和ケアの人材育成 　○平成３４年度までに、成人喫煙率を１２％、未成年の喫煙率を

　○在宅緩和ケアの標準プログラムの策定 　　０％、受動喫煙については、行政機関及び医療機関は０％、

　○在宅緩和ケア支援センターの整備 　　家庭は３％、飲食店は１５％、職場は平成３２年までに受動

　○家族の負担の軽減 　　喫煙の無い職場を実現する。

５　早期発見
　○がん検診の受診率を５年以内に５０％（胃、肺、大腸は当面

５　相談・情報提供 　　４０％）を達成する。

　○インフォームドコンセントの充実

　○セカンドオピニオンの普及 ６　がん研究
　○相談支援センターの充実 　○がん対策に資する研究をより一層推進する。２年以内に、関係

　○情報提供の充実 　　省庁が連携して、がん研究の今後の方向性と、各分野の具体的

　○こころのケアの充実 　　な研究事項等を明示する新たな総合的がん研究戦略を策定する

　○ピアカウンセラー等の育成

７　小児がん
　○５年以内に、小児がん拠点病院を整備し、小児がんの中核的な

　　機関の整備を開始する。

６　教育
　○自分らしく生きるための教育 ８　がんの教育・普及啓発

　○子どもに対するがん教育のあり方を検討し、健康教育の中でがん

　　教育を推進する。

７　研究 ９　がん患者の就労を含めた社会的な問題
　○千葉県大規模コホート調査研究 　○就労に関するニーズや課題を明らかにした上で、職場における

　○基礎研究・臨床研究 　　理解の促進、相談支援体制の充実を通じて、がんになっても安心

　○がん登録データに基づく施策の立案 　　して働き暮らせる社会の構築を目指す。

前千葉県がん対策推進計画 国のがん対策推進基本計画
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